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衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
適
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
六
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
は
、
外
国
人
が
我
が

国
の
港
そ
の
他
の
水
域
を
使
用
し
て
行
う
漁
業
活
動
の
増
大
に
よ
り
我
が
国
漁
業
の
正
常
な
秩
序
の
維
持
に
支
障
を
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
事
態
に
対
処
し
て
、
外
国
人
が
漁
業
に
関
し
て
す
る
当
該
水
域
の
使
用
の
規
制
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
定

め
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

ロ
シ
ア
連
邦
の
法
令
に
違
反
し
て
行
わ
れ
る
水
産
物
の
漁
獲
及
び
輸
出
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
が
自
国

の
法
令
に
基
づ
く
取
締
り
を
強
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
等
の
観
点
か
ら
、
我
が
国

と
し
て
も
必
要
な
協
力
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ま
で
ロ

シ
ア
側
と
の
間
で
様
々
な
意
見
及
び
情
報
の
交
換
を
行
っ
て
き
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
適
用
強
化
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
時
々
の
情
勢
に
即
し
た
法
の
適

一



切
な
運
用
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

外
国
漁
船
の
船
長
等
が
、
外
国
か
ら
積
み
出
さ
れ
た
漁
獲
物
等
で
あ
っ
て
外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（

昭
和
四
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
五
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
書
類
（
以
下
「
積
出
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
添
付
し
て
あ

る
も
の
の
本
邦
へ
の
陸
揚
げ
等
の
み
を
目
的
と
し
て
当
該
外
国
漁
船
を
本
邦
の
港
に
寄
港
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
法

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
連
邦
の
漁
船
に
つ
い
て

は
、
平
成
十
四
年
三
月
ま
で
は
、
貨
物
税
関
申
告
書
と
と
も
に
「
ポ
ー
ト
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
」
も
積
出
証
明
書
と
し
て
取
り
扱

っ
て
き
た
が
、
我
が
国
政
府
と
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
と
の
間
で
協
議
を
行
っ
た
上
で
、
同
年
四
月
以
降
は
、
貨
物
税
関
申
告
書

の
み
を
積
出
証
明
書
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七
か
ら
九
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
活
カ
ニ
等
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
財
務
省
の
「
貿
易
統
計
」
に
よ
れ
ば
、

北
海
道
に
お
け
る
ロ
シ
ア
連
邦
か
ら
の
か
に
（
生
き
て
い
る
も
の
、
生
鮮
の
も
の
、
冷
蔵
し
た
も
の
及
び
冷
凍
し
た
も
の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
輸
入
量
は
、
平
成
十
三
年
が
約
六
万
二
千
二
百
ト
ン
、
平
成
十
四
年
が
約
四
万
千
七
百
ト
ン
、
平

二



成
十
五
年
が
約
五
万
七
千
百
ト
ン
、
平
成
十
六
年
が
約
六
万
二
千
五
百
ト
ン
、
平
成
十
七
年
が
約
六
万
三
千
七
百
ト
ン
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
稚
内
市
に
お
け
る
ロ
シ
ア
連
邦
か
ら
の
か
に
の
輸
入
量
は
、
平
成
十
三
年
が
約
二
万
六
千
百
ト
ン
、

平
成
十
四
年
が
約
一
万
七
千
四
百
ト
ン
、
平
成
十
五
年
が
約
二
万
四
千
四
百
ト
ン
、
平
成
十
六
年
が
約
二
万
四
千
九
百
ト
ン
、

平
成
十
七
年
が
約
二
万
五
百
ト
ン
と
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
北
海
道
、
特
に
稚
内
市
に
お
け
る
ロ
シ
ア
連
邦
か
ら
の
か
に
の
輸
入
量
が
激
減
し
た
と
の
御
指
摘
は
当
た

ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

三


